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別紙 

発言の要旨 

発言者 発言の要旨 

 

久保田会長 

 

 

柳沢委員 

事務局 

柳瀬委員 

 

 

事務局 

 

 

久保田会長 

 

 

柳瀬委員 

事務局 

柳瀬委員 

 

 

高原委員 

事務局 

 

 

 

柳瀬委員 

 

 

 

 

 

 

高原委員 

 

 

 

 

事務局 

 

報告(1) 市内循環バスの見直し運行計画について 

報告事項ではありましたが、運行車両の移動円滑化基準の適用除外申

請については改めてお諮りしたいと思います。ご意見はございますで

しょうか。 

福祉有償運送事業者は市内で何社でしょうか。 

３事業者で、年間延べ13,000件の利用があります。 

福祉有償運送は会員サービスになっていると思いますが、利用者全員

が会員として登録するということでしょうか。 

当市では福祉タクシー利用補助制度や、障害児（者）生活サポート事

業を中心に交通制約者への対応を行っています。福祉有償運送について

は、料金が利用者負担ということもあり補完的なサービスとして考えて

います。 

それでは移動円滑化基準の適用除外の申請について、ご了承頂いたと

いうことでよろしいでしょうか。 

－ 異議無 － 

補足ですが、適用除外のご相談は何かされていますか。 

具体的な事前の調整はしていません。 

個別具体的に判断する内容のため、場合によって適用除外が通らない

可能性もあります。協議会の中では適用除外の申請を了承頂きました

が、認可されるかどうかは別の判断になります。 

運行開始時期は２月末から１年間ということでよろしいでしょうか。 

公募の要件にも記載していますが、２月下旪から平成２９年３月３１

日までの約１年間実証運行を実施したいと考えています。 

 

報告(2) 定時定路線型乗合交通実証運行事業者の公募について 

参加資格として、既存乗合事業者か４条に基づく一般乗合旅客自動車

運送事業の許可を受ける見込みのある者となっています。既存乗合事業

者であれば、事業計画の変更で認可を受けて頂きますが、運行開始の２

月２３日までに許可されるかどうかが不安視されます。仮に見込みのあ

る者となった場合、標準処理期間は３ヶ月ですが、協議会案件の場合、

１ヶ月短縮されますが、スケジュール的にギリギリなため、考慮して頂

いた方が良いと思います。 

見込みのある者としては、貸切バス事業者、タクシー事業者が該当し

ますが、１２月２１日に選定結果が通知され、早くても申請は今月末に

なると思います。標準処理期間が協議会案件として２ヶ月に短縮されま

すが、貸切バス事業者、タクシー事業者への配慮が足りなかったと思い

ます。 

スケジュール的に大変厳しい部分は事実あると思います。参入申込期

日は本日までですが、許認可に基づく事業ですので、実施時期について
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久保田会長 

 

事務局 

 

柳沢委員 

事務局 

 

久保田会長 

 

 

久保田会長 

 

 

 

 

 

柳沢委員 

 

事務局 

 

 

柳沢委員 

 

事務局 

 

 

柳沢委員 

 

事務局 

 

高原委員 

 

 

 

は選定業者と協議をさせて頂き、結果については協議会にもご報告させ 

て頂きます。 

 許認可に対する処理の他、車両の確保や登録、場合によっては改造申

請等が必要で、車両を新たに発注する場合、想定として時間的に間に合

わない可能性もあり、許認可を担当する部署としては、その辺りも心配

です。 

 選定委員会も含めて要件整理し、実施に向け、可能な限りの調整をさ

せて頂きたいと考えています。 

 参加資格に記載の見込みのある業者が審査において、不利にはならな

いという理解でよろしいでしょうか。 

 認可、車両等については公平性を見極めながら、審査をさせて頂きた

いと思います。 

 車両には視覚障がい者への配慮はありますか。 

 介助者がいる場合は対応可能ですが、視覚障がい者については公募要

件の中では配慮していません。 

 報告にありましたように、第４回は書面決議ということでよろしいで

しょうか。 

－ 異議無 － 

 続きまして、運行事業者の選定は、選定委員会を設置して行うとのこ

とですが、選定委員会の名簿のとおりご承認頂くということでよろしい

でしょうか。 

－ 異議無 － 

 

議題(1) 一般乗用タイプの実証運行について 

 市と隣接している市外の病院等へ行く場合、料金はどのようになりま

すか。 

 ふじみ野駅以外の市外は対象としていません。共通乗降場は現在整理

していますが、関係課との調整により、病院、公共施設、介護保険施

設、幼稚園・保育園など100箇所前後になる予定です。 

 車椅子利用者の中でも、折り畳みが出来ない電動車椅子を使用してい

る場合、どのような対応になりますか。 

 参入事業者の車両保有状況によりますが、今回対応可能な車両にする

ことは想定していません。運行事業者の方から提案があれば、対応は可

能と思っています。 

 車両サイズなどを提示し、周知して頂けるという理解でよろしいで

しょうか。 

 募集要件として明記は出来ませんが、運行事業者からご提案があれ

ば、協議会としての考え方は提示することが出来ると思います。 

 タクシー業界ではユニバーサルデザインタクシーという車椅子の乗降

可能な車両の導入を促進しており、さらに、ユニバーサルドライバー研

修について乗用自動車協会で重点実施目標として取り組んでいます。そ

れと、運行車両制限や運行事業者の選定に当たっては、地元の地区会と
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事務局 

 

 

柳瀬委員 

 

事務局 

の調整の上で、決めていくという理解でよろしいでしょうか。 

 車両台数の制限については先進地での利用状況を勘案し想定していま

す。共通乗降場として駅利用も見込まれるため、構内利用を勘案し、募

集をさせて頂きたいと思います。 

 選定方法はプロポーザルでしょうか。 

 福祉施策の一環ということを考慮し、福祉タクシーに準じた形で一定

の要件の中で参加意向がある事業者と契約をしたいと考えています。 

 登録利用者を70歳以上から65歳以上に変更していますが、対象者は何

名でしょうか。年齢を引き下げたことにより、需要が増大するため、想

定台数よりも倍位にするように要望させて頂きたい。それと、タクシー

はドアツードアのサービスに対応可能ですが、今後高齢化が進む中で、

利用を拡大していくため、運行時間帯は定時定路線型と合わせるよう

に、午前８時から午後７時にして頂きたい。 

 登録対象者は福祉施策として、高齢者は65歳が一つの基準であること

から、年齢を引き下げました。65歳以上は36,000人が対象となります

が、先進地である志木市や東松山市の状況を勘案し、対象者が引き下げ

られたことによって利用動向に結びつくかどうかは実証運行しないと分

からない部分があります。運行時間帯については福祉タクシーなど他の

施策との均衡を図る上で、午前８時３０分から午後５時までと設定して

います。実証運行で色々な要望が出るかもしれませんが、今のところ、

この時間帯で実施したいと考えています。 

 今回福祉部局へ移管するということですが、この交通は地域の住民の

足の確保という政策からは除外し、定時定路線型乗合交通に重点を置

き、地域の足の確保という位置付けはしないということでしょうか。 

 この事業は対象者を限定しているため、公共交通の枞の中から外し

て、福祉施策の一環として展開をさせて頂きたいと考えています。 

 足の確保という観点からは外すということですが、今後交通政策を考

える上で、タクシーを組み込むことはあり得ますか。 

 定時定路線型の実証運行結果を踏まえた中で、議論して頂くことがあ

るかもしれませんが、今の段階では福祉施策として分けて考えておりま

す。 

 資料１の１頁にある基本的な考え方のとおりということだと思います

が、国土交通省としては地域公共交通網形成計画を策定して頂くよう推

奨しており、その中で個別具体的な事業を挙げて頂いています。今後公

共交通計画を検討する上では、タクシーが利用出来なくなるのは非常に

困るため、タクシーも除外しないで考えて頂きたい。 

 公共交通の中で、タクシーを外すことは考えていません。市の公共交

通の方針づくりに当たっては、公共交通の中にタクシーの位置づけがあ

るという理解です。 

 お出かけサポートタクシー事業は、福祉部局でフォローし、チェック

していくということでしょうか。 

 １２月定例会の補正予算では福祉部門で予算化しており、福祉部門で
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施策展開させて頂きたいと考えています。 

 福祉有償運送は、運行だけでは黒字にならないと思いますが、色々な

サービスを掛け合わせて、サービスが成り立っています。是非タクシー

会社でも今後も障がい者へのサービスに対して色々と取り組んで頂けれ

ば、もっともっと良くなり、利用者も増えてくると思っています。 

 ドアツードアの面的な需要に対応できるのがタクシーのため、業界と

しても色々とお手伝いしたいという思いはあります。 

 福祉有償運送は自宅を出て、病院の受付までサポートする良いサービ

スだと考えていますが、対応できる人も尐ない現状もあり、頼みたくて

も頼めない状況も若干あります。出来ればタクシー会社の方でも、そこ

まで支援して頂ければ良い形になると思っています。 

 全国の自治体で公共交通計画を策定し、その中にはバス、タクシーな

ど色々と入っていますが、今回の一般乗用タイプについては福祉部局で

担当し、この協議会から切り離すこととします。資料８の内容について

は結果等についてご報告して頂くということで、ご了承して頂くという

ことでよろしいでしょうか。 

－ 異議無 － 

 

その他 

プロポーザルの関係ですが、日程的にかなり厳しいため、途中で支障

があって、場合によって間に合わなかった場合、運行開始時期を遅らせ

る可能性は０ではないと思います。プロポーザルの仕様書で、日程的に

無理と判断し、参加を取りやめた業者が万一あった場合、結果的に事業

開始が遅れ、参加できたかもしれないという業者が出た場合、どのよう

に対応しますか。それと、この定時定路線型乗合交通については国土交

通省の補助金を入れる予定はありますか。 

国土交通省の補助金を入れることは考えていません。プロポーザルの

段階で許認可の担保は取れないという事実がありますので、事業開始が

遅れた場合は市として経緯を説明し、ご了承を得るしかないと考えてい

ます。 

選定委員会のメンバーとしての責任としてご質問させて頂きました

が、公平性、透明性が重要で、参加業者や参加しなかった業者から問い

合わせがあった場合、市として責任を持ってしっかりとご説明できるよ

うにして頂きたいと思います。 

 基本的には開始日が決まったプロポーザルのため、間に合うと思う業

者に応募して頂くのが原則かと思います。万が一間に合わない場合に

は、何が問題で間に合わなかったのかちゃんとオープンにして説明する

ことをしないと不透明感が出てしまいます。 

 現在市内循環バスを運行していますが、運行開始日が遅れるかどうか

いつ頃に判断して頂けるのでしょうか。ギリギリになって開始日を延長

されると厳しいため、最終判断はいつ頃でしょうか。 

 １２月１９日が選定委員会ですが、東武バスさんには現行の市内循環
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バスの運行と乗務員の確保においてご迷惑をお掛けしないように早い時

期にご説明をさせて頂きたいと思います。 

 原則１～２ヶ月前にはご説明をして頂きたいですが、最終的にギリギ

リに許認可が下りなかった場合、どのようになるのでしょうか。 

 １９日の選定委員会で判断することになるかと思いますが、ご迷惑を

お掛けしないようにしていきたいと考えています。 

 補足ですが、先程標準処理期間ということでご説明をいたしました。

協議会案件ということで支局としても本局へ説明していきたいと思いま

すが、物理的に提出書類が揃わないなどの場合に延びる可能性があると

いうことはご理解頂きたいと思います。 

 次回は書面決議ということですので、会議としては次回は第５回にな

ります。以上をもちまして、第３回ふじみ野市地域公共交通活性化協議

会を終了致します。 

 


